
審 査 請 求 書

令和○○年○○月○○日

地方厚生（支）局社会保険審査官 殿

請求人 住所又は居所 〒○○○－○○○○

所 在 地 ○○県○○市○○町○○丁目○○番地

氏 名 又 は

名 称 厚生 太郎

電 話 ○○ （○○○○） ○○○○ 番

代理人 住所又は居所 〒○○○－○○○○

○○県○○市○○町○○丁目○○番地

氏 名 厚生 花子

電 話 ○○ （○○○○） ○○○○番

（請求人との関係 妻 ）

次のとおり、審査請求をします。

被保険者

もしくは

被保険者

であった

者

住所又は居所

○○県○○市○○町○○丁目○○番地

「記号及び番

号」欄には、被保

険者証・年金手

帳・基礎年金番

号通知書・年金

証書の記号番号

を記入してくだ

さい。

（ふりがな）

氏 名

こうせい たろう

厚生 太郎

生 年 月 日 大正 昭和

平成 令和 年 月 日 生

記号及び番号 第 号

〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇

事業所名及び

所 在 地

電話

（ ） 番

給付を受

けるべき

者

住所又は居所 被保険者もしく

は被保険者であ

った者の死亡に

かかる給付につ

いて、審査請求

をする場合にだ

け記入してくだ

さい。

（ふりがな）

氏 名

生 年 月 日 大正 昭和

平成 令和

死亡者との続柄

原処分者 所 在 地 あなたが不服と

する処分をした

保険者等の代表

者名を記入して

ください。

名 称 ・厚生労働大臣

・日本年金機構理事長（ 年金事務所）

・全国健康保険協会支部長（ 支部）

・健康保険組合理事長

（ 健康保険組合 支部）

・企業年金基金連合会理事長

厚生年金基金理事長

・国民年金基金連合会理事長

国民年金基金理事長

審査請求書を提出する年

月日を記入してくださ

い。

審査請求をする方の住所

等、氏名等、電話番号を

記入してください。

代理人が審査請求の手続

をする場合は、代理人の

氏名等を記入してくださ

い（裏面の委任状欄にも

必ず記入してください）。

請求人の住所等を記入

して下さい。ただし、配

偶者等が亡くなられた

ことに伴い遺族年金、未

支給給付等を請求され

ている場合は、亡くなら

れた方の住所等を記入

してください。

保険者が厚生労働大臣、

日本年金機構の場合は、

基礎年金番号を記入、全

国健康保険協会、健康保

険組合の場合は、健康保

険証記号番号を記入し

てください。

健康保険関係の請求の

場合のみ、事業所名及び

住所地、電話番号を記入

してください。

遺族年金、未支給給付等

の請求の場合に、記入し

てください。

該当するものに○を付

け、支部名等があれば

（ ）内に記載してくだ

さい。該当するものない

場合は余白に原処分者

を記入してください。

記載例



原処分があったことを

知 っ た 日

令 和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 あなたが不服と

する処分をあな

たが知った日

（その通知書を

あなたが受け取

った日）を記入

してください。

審査請求の

趣旨及び理

由

（例１）

障害年金を請求したが、障害の程度に該当しないとして、不支給決定され

た。これについて不服であり、○級以上の障害年金を支給してもらいたい。

理由としては、○○○○○の様な障害の状態続いているためである。

（例２）

２級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給していたが、診断書を提出した

ところ障害の程度が軽くなったとして、障害基礎年金が支給停止となり、障

害厚生年金は３級とされた。これについて不服であり、元どおり２級の障害

基礎年金と障害厚生年金を支給してもらいたい。

理由としては、○○○○○の様な障害の状態が続き、障害の程度は、以前と

全く変わらないため。

（例３）

傷病手当金の請求をしたが、療養のため労務不能とは認められないとして、

不支給決定された。○○○○○の様な状態が続いており、仕事ができない状

態にはないので、傷病手当金を支給してもらいたい。

あなたが、どん

な処分を受けた

ので不服申立を

するのか、その

理由及び社会保

険審査官にどう

いう決定をして

もらいたいか

を、なるべくく

わしく記入して

ください。（別紙

に書いても結構

です。）

添付資料 １．

２．

３．

ここには診断書等を証

拠として提出するとき

に、それ等の文書や物件

の名前を列記してくだ

さい。

委 任 状

この審査請求については 厚生 花子 を

私の代理人にいたします。

審査請求人氏名 厚生 太郎

令和○○年○○月○○日

地方厚生（支）局社会保険審査官 殿

注意 １．代理人が審査請求をするときは、代理人の住所又は居所、氏名等を記載するとともに「委任状」欄にも記入してください。

２．この審査請求は、あなたが原処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に社会保険審査官（地方厚生（支）局内）

に送付しないと、特別な事情がない限り審査をしてもらえないことになります。審査請求が遅れた正当な事由がある場合は、「審査

請求の趣旨及び理由」欄に記載してください。

３．原処分者から送付された処分の決定通知書（写）を添付してください（紛失等で添付できない場合は不要です。その旨を記載し

てください）。

※処分の決定通知書の裏面に記載がある場合は、両面とも添付をしてください。

４．請求人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面（登記事項証明書等）を添付してください。

保険者から不支給等の

通知を受け取った日を

記入してください。

保険者の決定に対して、

どういったことが不服

なのか、また社会保険審

査官にどういう決定を

してもらいたいかを詳

しく記入してください。

別紙に記入した場合は、

「別紙記載のとおり」な

どとしてください。

審理するにあたり関連が

あると思われる資料があ

れば添付してください。

保険者に提出した資料は

不要です。

代理人を立てられた場合

は、代理人氏名、審査請

求人氏名、委任年月日を

記入してください。



審査請求に当たっての留意事項

〇審査請求を行うに当たって

審査請求を提出される前に、処分（決定）の理由などについて不明な点等を確認

したい場合は、保険者（日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合及び厚生

年金基金等）にお問い合わせください。

社会保険審査官は、処分（決定）を行った保険者ではなく、また、処分（決定）

に関する資料等も所有していないため、質問等には回答できません。

〇社会保険審査官に対する審査請求の対象とならないもの（主な事例）

共通事項

・処分（決定）の行われていないもの

・陳情、要請（要望）に関するもの

・単に全国健康保険協会及び日本年金機構等の各保険者が行った処分（決定）につ

いての説明を求めるもの

・不明な点についての回答を求めるもの及び調査を求めるもの

・現行の法律や政令・省令等に対する不服

・保険者の対応（説明誤り、説明不足を含む。）に対する不服

・保険者の不作為によるもの

・健康保険及び厚生年金保険の保険料、徴収金等に関する処分（決定）※審査請求

先が社会保険審査会となる処分（決定）

健康保険関係

・第三者行為による事故の求償に関するもの

・被保険者資格のない期間の診療に要した保険給付費（医療費）の返還に関するも

の

・「医療費通知」、「傷病手当金の期間満了事前通知」等の文書 に関するもの

年金関係

・厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正請求に係る決定に関

するもの

・老齢年金の年金額と、各期ごとの支払金額の年間合計額との差額に関するもの

・障害給付に係る次回の診断書の提出について（お知らせ）における診断書の提出

年月に関するもの

・障害給付に係る診断書の記載内容に対する不服

・障害給付に係る障害状態確認届による等級変更（処分）がないことに対する不服

・国民年金保険料の過誤納における還付に関するもの

・物価、賃金の変動に応じて行われる年金額改定の制度に対する不服


